
講習の背景と目的

　平成23年１月に文部科学省の諮問機関である中央教育審議会により、答申「今後
の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」が取りまとめられ、キ
ャリア・カウンセリングを行う専門人材の配置や職業能力の開発・向上の促進等を
担う厚生労働省との連携・協力等が提言されました。また、大学等設置基準の改正
により、平成23年度から職業指導（キャリア・ガイダンス）の実施が制度化された
ほか、平成24年６月12日に取りまとめられた「若者雇用戦略」では、大学等におい
ても初年次から教育活動の全体を通じて体系的・系統的なキャリア教育を実施する
取組みを進めること等の方針が示され、大学等高等教育機関のキャリア教育の現場
におけるキャリア形成支援の必要性が増しています。
　他方、経済・社会環境や雇用情勢の変化、企業の若者に求める人材像の変化、フ
リーター・ニート、学卒未就職者の増加など、近年、若者の雇用をめぐる諸問題が
顕在化しています。
　そのような中、厚生労働省では平成23年度「キャリア・コンサルティング研究会
－大学等キャリア教育部会」において、大学等におけるキャリア教育の一翼を担う
ことが期待されるキャリア・コンサルタントの具体的役割、求められる能力、養
成・活用の在り方等について検討したところです。この成果を踏まえ、平成24年度
に大学等においてキャリア教育やその支援に携わる方を対象に講習を実施すること
としました。
　本講習を通じて、厚生労働省がこれまで培ってきた雇用・職業能力開発のツール
やノウハウを提供することにより、大学等におけるキャリア教育がさらに推進され
ることを願っています。

　2012（平成24）年７月
特定非営利活動法人　キャリア・コンサルティング協議会

会　長　　安　藤　一　重
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第1節

●●●●●キャリア教育の理解

● １　キャリア教育の系譜

（1）キャリア教育の定義・概要

①　1999年12月　中教審「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」（答申）
◦キャリア教育とは、学校教育と職業生活の円滑な接続を図るため、「望ましい職業観・勤労観
及び職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路
を選択する能力・態度を育てる教育」をいう
◦学校と社会及び学校間の円滑な接続を図るためのキャリア教育を、小学校段階から発達段階に
応じて実施する必要がある
◦キャリア教育の実施に当たっては家庭・地域と連携し、体験的な学習を重視する必要がある
◦学校ごとに目標を設定し、教育課程に位置付けて計画的に行う必要がある

②　2000年11月　大学審議会「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について」（答
申）
◦キャリア教育とは、「学生が将来への目的意識を明確に持てるよう、職業観を涵養し、職業に
関する知識・技能を身に付けさせ、自己の個性を理解した上で主体的に進路を選択できる能
力・態度を育成する教育」をいう

③　2004年１月　文部科学省「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議」（報告書）
◦キャリア教育とは、「児童生徒一人一人のキャリア発達を支援し、それぞれにふさわしいキャ
リアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育」、端的には「児童生徒一人
一人の勤労観、職業観を育てる教育」をいう
◦キャリア教育は、従来の教育の在り方を幅広く見直し、改革することを求めるものである
◦キャリア教育は、児童生徒の全人格的な成長・発達を支援する視点に立って進められるべきで
ある
◦各領域の学習や活動を体系化し、組織的・計画的に実施することができるよう、教育課程編成
の在り方を見直していく必要がある

④　2005年12月　国立大学協会「大学におけるキャリア教育のあり方」
◦キャリア教育は、学生のキャリア発達を促進するために必要な独自の講義的科目やインターン
シップなどを中核として、大学の全教育活動の中に位置づけられる取組みである。このような
キャリア教育のねらいは、大学の正規の教育活動だけでなく、学生による自発的活動、広く企
業などの事業所や地域社会における活動や仕事、家庭生活や交友関係を通して実現される
◦元来学校教育に関する概念であるキャリア教育をより広く人間形成全体の視点から捉えると、
それはむしろキャリア形成と呼ぶこともできる

⑤　2007年５月　キャリア教育等推進会議「キャリア教育等推進プラン」
◦キャリア教育とは、「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさせる
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とともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる」教育をいう

⑥　2008年７月　文部科学省「教育振興基本計画」（閣議決定）
◦一人一人の社会的自立を実現するとともに、我が国社会の活力の維持・向上の観点から、教育
と職業や産業社会との相互のかかわりを一層強化し、人材育成に関する社会の要請を踏まえた
教育を推進する。このため、キャリア教育を推進するとともに、産業界と連携して、また、初
等中等教育段階から高等教育段階に至る教育の連続性に配慮しつつ、職業教育を推進する。あ
わせて、グローバル化に対応し得る国際的通用性のある高度専門職業人の養成を推進する

⑦　2011年１月　中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方」（答申）
◦キャリア教育とは、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を
育てることを通して、キャリア発達を促す教育」をいう
◦「学校から社会への移行」が円滑に行われていないことや「社会的・職業的自立」に向けた様
々な課題があることから、学校教育におけるキャリア教育・職業教育を充実する必要がある
◦キャリア教育は、幼児期の教育から高等教育まで、発達の段階に応じて体系的に実施されるべ
きであり、様々な活動を通じて、基礎的・汎用的能力を中心に育成する
◦実践的な職業教育を充実させ、職業教育の意義を再評価することが必要である
◦生涯にわたる社会人・職業人としてのキャリア形成（社会・職業へ移行した後の学習者や、中
途退学者・無業者など）を支援する機能を充実することが必要である
◦家庭、地域・社会、企業、経済団体・職能団体、NPOなどと連携し、各界が各々役割を発揮
し、一体となった取り組みを行うことが必要である

（2）キャリア教育などに関する法制度

①　教育基本法（2006年改正）
第２�条　教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成す
るよう行われるものとする。

　二�　個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うと
ともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

②　学校教育法（2007年改正）
第21条�　義務教育として行われる普通教育は、‥‥目的を実現するため、次に掲げる目標を達成

するよう行われるものとする。
　十�　職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を
選択する能力を養うこと。

③　大学設置基準・短大設置基準（2010年3月改正、2011年4月より施行）
１）大学設置基準第42条の２（短大設置基準第35条の２も同様）：大学は、当該大学及び学部等
の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るた
めに必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組
織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
Cf　�学校教育法第83条：大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の


